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『重症心身障害児(者)を守る全国大会』中止のお知らせ

平成２３年６月１８日・１９日に開催予定の第４８回全国大会（開催予定

地：千葉市）は、中止になりました。

未だ余震が続き、激震がいつ襲うかわからない状況です。輸送機関も正常

運転が保証されないかもしれません。

来年が千葉市で、平成２５年に高松市で開催予定ということになりました

ので周知の程、宜しくお願いいたします。
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三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
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を
中
心
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た
大

震
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し
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日
々
当
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で
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を
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て
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わ
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さ
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特
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い
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、
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で
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し
て
お
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と
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収
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介
護
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し
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他
人
事
で
は
あ
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ま
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。
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路
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入
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ら
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れ
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。
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さ
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っ
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ま
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ら
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。
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送
る
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い
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広
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に
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る
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大
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は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と

で
継
続
的
な
支
援
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に

で
き
る
支
援
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
会
員
の
皆
様
を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん
の
方
々
の
御

協
力
を
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に
お
願
い
申
し
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げ
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。

巨
大
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た
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～御報告～

大阪府障がい者自立支援協議会 地域支援推進部会として、福祉部障がい福祉室地域生活支援課で

開催された「重症心身障がい児(者)等の地域生活支援方策調査検討会」も第１０回をもって終了しま

した。

『医療的ケアが必要な重症心身障がい児(者)等の地域生活支援方策に係る調査研究事業報告書』と

してまとめられ国へ提言されます。御協力下さった皆様には、厚く御礼申し上げます。

５月の連休明けには出来上がり、支える会へも届く予定です。大阪府のホームページにも公開され

ます。ダウンロードして下さい。

なお、「概略本」が作成される予定とのことです。多くの皆様に目を通していただくことを願って

おります。

検討会で出された内容が生かされるように支える会の活動を進めていく所存です。今後ともお力添

えの程宜しくお願いいたします。

※報告書が掲載される【ＵＲＬ】は、大阪府からの連絡があり次第「大阪府重症心身障害児・者を

支える会」のホームページに載せる予定です。

「支える会」事務局

〒５４５－００２１

大阪市阿倍野区阪南町５－１５－２８

育徳コミュニティーセンター２階

大阪府重症心身障害児・者を支える会

会長 鈴木 祥子

ＴＥＬ ０６－６６２４－２５５５

ＦＡＸ ０６－６６２４－２５５６

＜郵便振替＞ ００９３０－９－６９５９８

支える会ホームページのご案内

ドメイン名 http://www.sasaeru.or.jp/

メールアドレス osaka@sasaeru.or.jp

◎様々な御意見・御質問や情報をメール

や掲示板にお寄せ下さい。

既に納入がお済みの方にはあしからずお許し

を賜りますようお願い申し上げます。

＜郵 便 振 替＞
００９３０－９－６９５９８
大阪府重症心身障害児・者を支える会

＜問い合わせ＞
ＴＥＬ ０６－６６２４－２５５５
ＦＡＸ ０６－６６２４－２５５６
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早川福祉会館

1８

会 場 早川福祉会館４Ｆ（ホール）
■〒546-0033 大阪市東住吉区南田辺1-9-28

TEL 06-6622-0122

■最寄り駅

・地下鉄谷町線駒川中野下車、西へ徒歩10分

・地下鉄御堂筋線西田辺下車、

東へ徒歩15分（市バスへ乗り継ぎできます）

・J R阪和線南田辺下車、南東へ徒歩15分

・市バス東住吉区役所前下車すぐ

日 程 １０：００～ 受 付

１０：３０～１１：４５ 総 会

１１：４５～１２：３０ 昼 食

１２：３０～１４：３０ 記念講演会

☆軽食を用意します。必要な方は御申込み下さい。（要予約 ５００円）

記念講演会 12：30～14：30

「重症心身障害児者のレスパイト・ケア」

大阪市立総合医療センター
緩和医療科兼小児内科副部長

多田羅 竜平氏

お
知
ら
せ
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～「支える会」総会記念講演会開催の御案内 ～

「重症心身障害児者のレスパイト・ケア」

重症心身障害児者が、地域の中で自分らしく暮らしていけるようになるためには多くの困難

があり、様々な支援が必要です。特に重症心身障害児者の介護者である親のレスパイトがなか

なか進んでいません。地域生活を支える資源が不足している中、在宅における看護・介護は、

家族（特に母親）に支えられている状況で、疲れ切っている親へのレスパイトが求められてい

ます。日頃から医療の現場で、心砕いて取り組んでおられる先生をお招きし、課題や展望など

についてお話を聞きたいと講演会を企画いたしました。

日 時 平成２３年６月６日（月）
１２：００～ 受 付
１２：３０～１４：３０ 講 演

場 所 早川福祉会館 ４階・ホール

主 催 大阪府重症心身障害児・者を支える会

費 用 資料代 ５００円

（但し、大阪府重症心身障害児・者を支える会会員は無料）

講 師 多 田 羅 竜 平 氏
（大阪市立総合医療センター

緩和医療科兼小児内科副部長）

☆記念講演会申込み：「大阪府重症心身障害児・者を支える会」

ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。

資料代は当日、受付へ御支払い下さい。

☆問合せ：【支える会】〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-15-28

育徳コミュニティーセンター2Ｆ

TEL 06-6624-2555 FAX 06-6624-2556

Ｅメール：osaka@sasaeru.or.jp

交 流 事 業

「てっぱんぱぁ～てぃ～」

去る２月１２日(土)、粉もんぱぁ－てぃ

と題して、いろいろなトッピングのお好み

焼きを焼きました。デザートに、バナナク

レープも焼き、楽しく舌鼓をうった一日で

した。
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～ インフォメーション ～
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平成２２年１１月１７日に衆議院厚生労働委員長により衆議院に議案提出されていた「障がい

者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害

者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」（以下「つなぎ法」という）が、

平成２２年１２月３日の参議院本会議で可決成立しました。

この法律は、内閣府の障がい者制度推進会議や総合福祉部会における検討を踏まえて障害保健

福祉施策を見直すまでの間に相当の期間を要することが見込まれることから、障害者及び障害児

の地域生活を支援するため、関係法律の整備について定めた法律です。

＊詳しい内容については、

「全国重症心身障害児(者)を守る会」のホームページ（http://www.normanet.ne.jp/~ww100092/）、

機関誌『両親の集い』をご覧下さい。

■利用者負担の見直し

これまでの、「原則１割を負担」から、「家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で

定める額を負担」とする応能負担に変更されます。

なお、これまでは別々に負担していた「補装具の購入・修理」に係る利用者負担については、

同一月内に受けた障害福祉サービスと合算し、その額が著しく高額である場合には、高額障

害者福祉サービス等給付費が支給されることにより、利用者負担が軽減される仕組みとなり

ます。

■相談支援の充実

「自立支援協議会」を法律上位置づける。

■「障害児入所施設」に一元化

知的障害児施設及び盲ろうあ児施設は「福祉型障害児入所施設」に、肢体不自由児施設及び

重症心身障害児施設は「医療型障害児入所施設」に体系付けられます。

■重症心身障害児（者）通園事業の取扱い

障害種別を一元化した児童発達支援センターが制度化され、他の障害児や重複障害児も利用

できるようになることに伴い、重症心身障害児（者）通園事業を利用している１８歳末満の

児童は、児童発達支援センターの対象となり、１８歳以上の者は障害者自立支援法の施設等

の対象となります。

通所サービスの実施主体が都道府県から市区町村へ移行されます。

■新たな障害児支援事業の創設

就学している障害児の授業終了後又は休業日に利用できる「放課後等デイサービス」が創設

されます。

■在所期間等の延長措置の見直し

「障害児入所施設に入所した重症心身障害児については、満２０歳に達するまで引き続きそ

の施設に在所させることができる」に改正されました。

１８歳以上の障害児施設入所者については障害者施策（障害者自立支援法）で対応するよう

見直され、「障害者支援施設」の対象となり、平成２４年４月１日以降は入所施設に関する

手続きは市区町村が行うことになると想定されます。

～ インフォメーション ～



平成23年５月１日発行 （毎月6回1の日、５の日発行） ＯＴＫ通巻第4222号 昭和51年9月7日 第三種郵便物認可

重症心身障害児（者）通園事業 ２３年度補助基準額 

 

＜Ａ型施設＞ 事務費（１か所あたり） 

       （小規模型）利用者１０人以下 

             月額 ２，６９７，４６０円 

       （標準型） 利用者１１～１９人 

             月額 ３，０３７，４８０円 

       （大規模型）利用者２０人以上 

             月額 ３，４５４，６７０円 

        ※利用者については各月初日の利用者実人員数とする。 

         利用者数に応じて各月の事務費が変動することになる。 

 

事業費 

       （生活保護世帯） 

月額 １６，０３０円×各月初日の利用者実人員数 

       （一 般 世 帯） 

月額  ７，１３０円×各月初日の利用者実人員数 

＜Ｂ型施設＞ 事務費（１か所あたり） 

       （標準型） 利用者１０人以下 

            月額 １，４２５，６９０円 

       （大規模型）利用者１１人以上 

            月額 １，７９５，３１０円 

        ※利用者については各月初日の利用者実人員数とする。 

         利用者数に応じて各月の事務費が変動することになる。 

 

事業費 

       （生活保護世帯） 

月額 １６，０３０円×各月初日の利用者実人員数 

       （一 般 世 帯） 

月額  ７，１３０円×各月初日の利用者実人員数 

＜巡回方式加算分＞ 

（１日あたり）１２，４１０円 

 

※従来のＡ型、Ｂ型、巡回方式の１月あたりの限度人数、日数の規定は削除する。 

～ インフォメーション ～

■ 児童福祉法に規定されている障害児施設に関する給付費等が、平成２３年４月１日から

改定されました。「巡回方式」は、Ａ型施設でも実施できることとなりました。

■ 重症心身障害児療育費（重症児指導費）の改定は以下のとおりです。

（２２年） （２３年）

（月額）２３０,６８０円 ⇒ ２２９，６３０円

＊月額単価の減額は、公務員の給与及び賞与が減額になったことに伴うものです。

平成23年５月１日発行 （毎月6回1の日、５の日発行） ＯＴＫ通巻第4222号 昭和51年9月7日 第三種郵便物認可

熱意のある方、車の運転ができる方、土日を中心に活動

できる方、歓迎します！

※登録については履歴書と資格証明書が必要です。

交 流 事 業

三輪そうめん体験

去る３月１２日(土)、奈良の「麺ゆう

館」で素麺作りの体験をしました。長い

素麺を一生懸命延ばし、おみやげには自

分たちで作ったそうめんを持って帰りま

した。

〒５４５－００２１ 大阪市阿倍野区阪南町５－１５－２８

育徳コミュニティーセンター内

ＴＥＬ：０６－６６２４－２５６５ ＦＡＸ：０６－６６２４－２５６１

重症児者を支える会居宅介護事業所
事業内容：身体介護 家事援助 移動支援 重度訪問介護

受付時間：９時～１８時

〒５９８－０００２ 大阪府泉佐野市中庄１５２２－１

ＴＥＬ：０７２－４６３－２２９７ ＦＡＸ：０７２－４６３－２４５４

事業内容：身体介護 家事援助 移動支援 重度訪問介護

受付時間：９時～１８時

支える会泉佐野居宅介護事業所

大阪府重症心身障害児・者を支える会

(全国重症心身障害児(者)を守る会の

大阪支部)への入会についてご案内い

たします。

【個人会員】 ◎年会費 8,400円

本部「両親の集い」、本会「支える」発行購読料含む

◎年会費 3,600円

本会「支える」発行購読料含む

【法人・団体会員】 ◎年会費 10,000（１口）

本部「両親の集い」、本会「支える」発行購読料含む

【協力会員】 ◎年会費 3,000円(１口)(運営資金の協力会員)

本会「支える」発行購読料含む

☆申込み・問い合わせは事務局までお願いします


